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あなたの　　　 を市政に反映させる パブリック・コメント制度

案　件 担当課（Eメール） 電話・ファクス
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見
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浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）カーボンニュートラル推進事業本部（市役所本館6階）
 ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎457-2502
6050-3730-8104

生物多様性はままつ戦略2024（案） 環境政策課（鴨江分庁舎4階）
 kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎453-6149
6050-3606-4345

第3次浜松市がん対策推進計画（案）
健康医療課（保健所3階）

 iryou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
☎453-6178
6459-3561

第四次浜松市自殺対策推進計画（案）

健康はままつ21（第3次浜松市健康増進計画・第
2次浜松市歯科口腔保健推進計画・第4次浜松市
食育推進計画）（案）

健康増進課（保健所2階）
 kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎453-6125
6453-6133

はままつ友愛の高齢者プラン（第10次浜松市高
齢者保健福祉計画・第9期浜松市介護保険事業
計画）（案）

高齢者福祉課（市役所本館3階）
 kourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎457-2789
6458-4885

第4次浜松市障がい者計画（案） 障害保健福祉課（市役所本館2階）
 syoghuku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎457-2034
6457-2630

第5次浜松市地域福祉計画（案） 福祉総務課（市役所本館3階）
 fukushisomu@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎457-2326
6050-3730-5988

第3次浜松市国際戦略プラン（案） 国際課（市役所本館5階）
 kokusai@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎457-2359
6050-3730-1867

声声

【ご意見がある場合】意見書（様式不問）に、住所・氏名または団体名・電話番号・メールアドレス（ある人）を書いて、直接または
郵送（消印有効）、ファクス、Eメールで担当課へ

【閲覧方法と配布場所】意見募集および結果の内容は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で閲覧できます。また、担当課、区役所、
区振興課、協働センター、市政情報室（市役所北館２階）、市民協働センター、中央図書館でも配布または閲覧できます パブコメ

パブコメ市

【募集・公表期間】11月15日㈬〜12月14日㈭

【広告掲載に関する問合せ】 ㈱ＳＢＳプロモーション（☎ 456-0788）へ

広　告 ※ 広告内容に関する一切の責任は、広告主に帰属します。浜松市が推奨するものではありません。

2023（令和5）年11月号
※10月13日時点の課名としています。2024（令和6）年1月1日の区再編に伴い課名が変更となる場合があります

「市長へのご意見箱」は、郵送または
市のホームページから送信できます。

ご意見箱ご意見箱

問合 広聴広報課
☎457-2023

市長への

市政への建設的なご意見・ご提言をお待ちしています。
ぜひご意見をお寄せください。

市長へのご意見箱広聴広報課 ☎457-2021

がスマートフォンアプリ「広報プラス」で読める！がスマートフォンアプリ「広報プラス」で読める！

アプリダウンロードはこちらからアプリダウンロードはこちらから

Android版 iOS版
広報はままつ専用
ウェブサイトも開設！
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市の会計には、一般会計・特別会計・企業会計の3種類
があります。法律により企業会計を除いて現金主義・
単式簿記で行われており、各会計の決算額の合計は
6,781億円（前年度比35億円増）となりました。

（単位:億円）

区分 2022
（令和4）年度

2021
（令和3）年度 前年度比

一般会計 3,814 3,834 △20
特別会計 2,199 2,190 9
企業会計 767 722 46

計 6,781 6,746 35

◦決算額 6,781億円 （一般会計3,814億円、特別会計2,199億円、企業会計767億円）

※表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計などの計算が一致しないことがあります
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2022(令和４)年度の浜松市の決算について報告します

◦市債残高
市債は、施設や道路の建設などを目的とした国や銀行など
からの借入金です。2022（令和4）年度決算の市債残高は
4,317億円となり、前年度比で200万円削減しました。
※ここでの市債残高は、満期時に一括して償還する市場公募

債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還し
たものとみなしているため、バランスシートの市債の額と
は異なります
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バランスシートは、土地・建物などの資産がど
れだけあるのか、また将来の世代の負担となる
債務がどれだけあるのかなどを示すものです。
市全体のバランスシートでは、一般会計、特別
会計に加え、水道や下水道などの企業会計
を含めた資産や負債の状況が分かります。

【市全体のバランスシート】
◦バランスシート 【2023（令和5）年３月31日現在】

 １ 将来の世代に引き継ぐ社会資本 １ 将来の世代の負担となる債務

固定資産  1兆8,563億円 市債 4,668億円
（土地・建物など） その他 2,414億円

（退職手当引当金など)
負債合計 7,081億円

２ 債務返済の財源など ２ これまでの世代の負担
現金預金　　　 498億円

純資産　　   1兆2,195億円
基金など　　　 215億円
資産合計 1兆9,276億円 負債・純資産合計 1兆9,276億円

市民
１人当たりの
資産と負債

資産： 244万円
負債： 90万円

本市はいずれの指標も早期健全化基準を
下回っており健全な状態であるといえます。
今後も健全性を維持し続けるよう財政運営
を行っていきます。

◦財政健全化法による健全化判断比率 区　分 2022
（令和4）年度

2021
（令和3）年度 増減 早期健全化基準

実質赤字比率 黒字 黒字 ―  11.25％
連結実質赤字比率 黒字 黒字 ―  16.25％
実質公債費比率 4.4％ 4.8％ △ 0.4㌽   25.0％
将来負担比率 — — — 400.0％
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広　告 ※ 広告内容に関する一切の責任は、広告主に帰属します。浜松市が推奨するものではありません。




